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請求の趣 旨

1 被告鎌倉市長が、平成 29年度村岡・深沢地区まちづくり実現化方

策検討調査業務委託名 日で昭和株式会社に平成 30年 5月 18日 支

払い済みの 21, 575, 000円 の金員について、全部あるいは

一部の返還を請求するあるいは調査の追加を請求することを怠る行

為が、違法であることを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担 とする。

との判決を求める。

請求の原因

1、  当事者

(1)原告 らは鎌倉市の住民である。

(2)被告は鎌倉市の公金の支出、契約の締結について権限を有する者

である。

2、 本件の概略

(1)本件公費の支出

鎌倉市は、平成 29年 6月 30日 、平成 29年度村岡 e深沢地区

まちづくり実現方策検討調査業務を昭和株式会社に委託し、平成 3

0年 5月 18日 に、その委託料 21, 575, 000円 を支出して

いる (甲 1、 2号証 )。

ここで調査業務の対象 となっている土地は、鎌倉市の深沢地区と
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藤沢市の村岡地区の両地区であり、鎌倉市では、 JRの 工場跡地を

含む深沢地区の一角に鎌倉市庁舎を移転する(鎌倉市行政はこれを決

定したと言 うが、市議会は承認決議を未だしていない)等 の再開発を

計画する一方、村岡地区 (藤沢)に東海道線の新駅 (大船駅―藤沢

駅間の中間)を作 り、その周辺地域 と一体で再開発を考え、その為

に本件調査を委託 したものである。

この委託料は、藤沢市が鎌倉市 と同額の21, 575, 000円

を負担 している。

(2)本件支出の違法性

しかし、その委託成果品である報告書 (以 下 「本件報告書」とい

う)は、深沢地区の地盤の軟弱さや液状化の危険性に言及せず、神

奈川県が本件地域を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定した

ことにも触れないなど、地質調査、防災等に関わる調査が極めて不

十分なものであった。また、本調査委託の重要な要素である深沢地

区 (鎌倉)と 村岡地区 (藤沢)両地区の一体開発の前提 となる、モノレ

ールの湘南深沢駅から(仮称)村岡新駅までのシンボル道路および両

地区を隔てる柏尾川に架ける橋についての検討が一切なされていな

い。さらには、新駅利用推定客数の計算の基礎 となった利用人数に

ついては、平成 23年度の業務委託 (そ の 1)お よび平成 24年度

の報告書を鵜呑みにして、検討・確認もないままに過大な希望的数

字を前提 として計算をしている。 さらに、深沢地区の土壌汚染につ

いても、全く調査・報告をしていない。このように本件調査報告書

は委託契約の本旨にそわない極めて不完全な物であった。

にもかかわらず鎌倉市はその委託料の分担分 21, 575, 00
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0円 (こ れと同額を藤沢市が負担している)全額を支出している

地方 自治法第 2条 14項は「地方公共団体は、その事務を処理す

るに当たっては、住民の福社の増進に努めると共に、最小の経費で

最大の効果を上げるようにしなければならない。」と規定しているが、

本件委託成果品 (本件報告書)は、上記委託契約上の債務の本旨に

従った履行とは到底言えず、これに対する委託料全額の支払は、上

記法令に抵触する違法なものと言 うべきである。

(3)監査請求

原告 らは、本年 4月 16日 、鎌倉市監査委員会に、当該委託料の

全額返還を求める勧告などの必要な措置 ― すなわち、本件支払の

全部あるいは一部の返還を求める、あるいは調査 0報告の追加を求

める等 ― を講じるよう求めた (甲 12号証 )。

監査委員会は、本年 6月 5日 付で本件監査請求を棄却する旨の通

知を発 し、原告らはこれを同年 6月 9日 に受領 した (甲 13、 14

号証 )。

(4)よ って、原告らは本件訴訟におよんんだ。

以下、上記 (2)項の内容について順次詳述する。

3、 地質調査等、防災に関わる調査の不十分

(1)本件の業務委託仕様書 (甲 3)で は、地質調査 として、街づ くり

の基礎資料とするためボー リング等地質調査を 2箇所行い、資料等

の整理を行 う、とされている。

(2)本件 「平成 29年度 村岡・深沢まち作 り実現化方策検討調査業

務委託 委託成果品 (抜粋版 )」 (甲 4号証)に よると、本件調査業
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務では、村岡地区の東海道線の脇 (3箇所)の ボー リングをしただ

けであり、「3箇所いずれの場所 も約 4メ ー トル以下の深度でN値が

30以上の結果 となった。」とされている。

本件調査では深沢地区についてはボーリング調査を一切行ってい

ない。

(3)他方、本件報告書 (甲 5号証)は、深沢地区について、「最有効使

用の判定」として、画地により、「低層階に商業施設を併設する高層

マンション敷地」等 としつつ、地盤の強度については 「普通程度」

としている。

この点、平成 23年業務 (そ の 2)報告書 (甲 6号証)の ボー リング

調査をみると、深沢地区において全部で 6箇所のボー リング調査が

行われているが、いずれの箇所 も 10ないし15m付 近か ら22～

27m付 近までの間にN値 10に も満たない軟弱な地盤があり、中

高層建物の地盤 として必要なN値 50の地盤に達するまでには22

m～ 30mの 掘削を要 しているのであって、本件報告書が言 うよう

な高層建物を建設するには、 30m前 後程度の支持杭の打ち込みが

必要であり、当然開発費用も嵩むことを覚悟しなければならず、決

して良い地盤 とは言えない (甲 7、 8号証 )。

(4)さ らに、液状化の危険性について、 e―かなマップでは行政施設用

地のかなりの部分が 「液状化の危険」が 「高い」とされている。深

沢地区整備事業用地全体で見れば約半分は「液状化の危険」が 「や

や高い」とされている (鎌倉市の平成 30年 11月 16日 委員会資

料。甲 9)。 同前資料では、かまくら防災読本を引いて、「(行政施設

用地)では『液状化の可能性が高い』、『液状化の可能性が低い』及
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び『液状化の可能性がない』が混在 しています。」とされているが、

具体的にマップを見ると、「可能性がない」「可能性が低い」とされ

ている地域は行政施設用地ではほんの僅かで、殆 どの大部分が 「可

能性が高い」 とされている。この深沢地域整備事業用地全体を見て

も、概ね 6割以上の場所が 「可能性が高い」 とされている。

(5)ま た、平成 23年業務 (そ の2)報告書によると、地下水位は概ね

深度 2m付近に分布 しており、「梅雨時や台風等の異常気象時又は豊

水期には地下数位が大きく上昇することが予測 されるので留意され

たい」 と指摘 されている。

事実、神奈川県からは、この地域は、特定都市河川浸水被害対策

法 3条 5項の規定により、特定都市河川及び特定都市河川流域に指

定され、平成 26年 6月 1日 より施行されてお り (甲 10号証)、 豪

雨の際には、境川・柏尾川水系の洪水浸水が想定され、想定最大規

模においては、深沢地区全体が水深 0.5m～ 3.Omの 浸水が、

場所によっては3.Om～ 5.Omの 浸水が想定されている。

(6)しかるに本件調査報告書は、こうした地盤 についての検討が極め

て不十分であり、洪水浸水等についての検討は全 くなされていない。

仕様書では 「既往の調査資料を使用する際には、調査条件等を確

認 し必要に応 じて修正を行 う」 (5 業務内容 頭書)、
「既往の調査

資料 と整合性を検証し」 (5(1)ア )、
「(地質調査について)資料

等の整理を行 う」 (5(2)ア (ア ))と されている。すなわち、既

往の資料を十分に踏まえ、必要に応 じて修正をしつつ検討 し、整理

をすることが要求されている。

にもかかわらず、本件調査報告書は、市庁舎や高層マンション等
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を含む重要な開発の適否を検討する上で最も基本的要素・条件の一

つ としてとして考慮されるべき地質等に関して、上記に要求されて

いる検討、整理を行ったとは認められない。

そのため、深沢地区内で最も液状化の危険性の高い箇所を高層マ

ンション敷地 として最有効 として行政施設の区画 (防災時には本部

となる)と 計画した り、同様に、液状化の危険性が 「やや高い」 と

され、N値 50に至るまで 30mの 掘削を要する箇所を高層マンシ

ョン敷地として最有効とした り、洪水浸水時に水深 0.5m～ 3.

Omの浸水を想定される場所に、市場・商業施設を計画するなどし

ているのである。

本件調査報告書は、およそ、仕様書の要求を満たしたものとはい

えない。

4、 藤沢側シンボル道路、柏尾川に掛ける橋について

(1)本件調査報告書には、柏尾川に架 ける橋および橋から仮称)村岡新

駅までのシンボル道路についての検討が一切なされていない。

業務委託仕様書では、「両地区との広域連携によるまちづくりにつ

いて、 (中 略)広域連携のため望ましい都市機能や立地施設等、まち

作 りの基本方針について検討を行 う」 とされている (ア ンダーライ

ンは原告ら)。

そ うである以上、当然に湘南深沢駅から(仮称)村岡新駅までのシ

ンボル道路および柏尾川に架ける橋についての検討が不可欠である。

こうした道路および橋がなければ、村岡地区と深沢地区「両地区一

体のまちづくり」 (仕様書 5頭書)な ど不可能だからである。
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(2)し かも、仕様書では(「事業区域、既往の設計上検討を確認すると

ともに、画地・街区設計及び道路設計等、工種別に計画図を作成す

るとともに、概算事業費の算出に必要な数量等の設計資料を作成す

る。」とある。 さらに、 5(2)オ (ア )「事業費概算」では、「総工

事費、事務費等の概算額を積算 し事業費概算調書を作成する。」とあ

る。

すなわち、村岡地区において、どのように道路を設計できるのか、

深沢地区のシンボル道路 とどのように接続が可能か、道路を接続す

る橋はどの場所にどのように建設が可能であるのかは勿論、その事

業費 としては、おおよそどの程度を見積もる必要があるのか、等々

について調査報告が要求されている。

特に本件地区は、上述のように、豪雨の際には境川・柏尾川水系

の洪水浸水が想定され、想定最大規模においては、深沢地区全体が

水深 0.5m～ 3.Omの 浸水が、場所によっては3.Om～ 5。

Omの浸水が予想 される地域である。従って、こうした場所での架

橋、道路の建設には、上記の点に対する十分な検討をし、どの場所

に、どのような橋や道路を建設することが可能、適切であるか、そ

の為にはどの程度の費用を見込まなければならないのかが十分に調

査 し、報告される必要がある。

しかるに、本件調査は、そうした調査検討が全 く行われず、従っ

て事業費の概算見積 もりなども全く存在 しない。

(3)本件調査報告書は、この点でも、およそ、仕様書の要求を満たし

たものとはいえない。



5、 (仮称)村岡新駅利用者数および費用便益の計算

(1)仕様書は、「(仮称)村岡新駅が設置 される事による周辺の費用便益

及び税収効果を検討する。」としている。

(2)こ れに対 して本件調査報告書では、時間の短縮、交通費の減少等

々の項 目を挙げて金銭換算計算をして見せているが、そもそも、「既

存駅利用か らの新駅利用への転移転換 :35,200人 」「新規増加 :30,600

人」の根拠が曖味でありかつ過大に計算されている可能性が高い。

本件報告書が根拠とした平成 23年業務委託 (そ の 1)の報告書

(甲 11)に よると、上記推計が重カモデル試算によりなされてい

る。

しかし、第 1に 、同報告書 40頁の表の計算が間違っている。仮

にこの表の前提 とされる (a)、 (A)、 (B)の数字が正しかったと

しても、「新駅選択 トリップ (C=A― B)」 の大船駅の数字は「14,000」

(表 の「15,000」 は誤 り)で あり、藤沢駅の数字も[14,000](同 じく

「16,000」 は誤 り)と なるはずである。従つて、この表における「新

駅潜在需要率 (E=CeD)」 も、大船駅は 「8.75%」 (表 の「
9。 4%」

は誤 り)、 藤沢駅は「8.56%」 (表 の 「9。 8%」 は誤 り)が 正しい。ここ

から、「新駅利用乗降客数」(F× E)の欄の数字も誤 りで、正しくは、

大船駅は 「18,637」 、藤沢駅は 「21,571」 となって、「新駅」の数字は

「43,500」 となる。

従って、この報告書で 「重カモデルの試算結果」として示されて

いる「約 35,200人 」とされている数字 (43頁 )は誤 りであり、正

しくは 「31,700～ 31,800」 (43,500× (1-0.27)=31,755)と 計算さ

れるのであって、上記報告書の数字は計算を誤った過大なものとな
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っている。

この点について、鎌倉市は、本件報告書は平成 24年度報告書に

基づいている旨主張するようである。  しかし、同報告書は平成 2

3年度報告書と同じ資料、同じ計算式に基づいて計算しているにも

かかわらず、明らかな計算間違いをしている平成 23年度報告 と全

く同じ数字を結論 としてお り、その計算経過の説明もなく、およそ

信頼できるものではない。

第 2に、この推定計算では、重カモデル計算として、「(新駅 と周

辺既存駅を含む)町丁別駅別距離 と駅別輸送力」、「新駅対象範囲の

駅別末端 トリップ数」を考慮 し、更に「重カモデル算定結果 と駅別

利用者数の整合性確保のための定数設定」を計算要素としている。

しかし、実際の駅利用客の駅利用 としては、各町丁と各駅迄の距離

だけではなく、各町丁 と各駅との位置関係も重要な要素となるはず

である。例えば寺分 2丁 目(モ ノレールの湘南深沢駅を挟んで村岡新

駅 (仮 )の 反対側)の 住民が、わざわざ近 くの湘南深沢駅を通 り越 して

その 1キ ロ以上 (直線距離)も 先の村岡新駅 (仮 )を利用するとは考え

られない。梶原一丁 目の住民についても同じようなことが言える。

つま り、単に駅までの距離だけではなく、そ うした住居 と各駅との

位置関係が考慮されなければならない。そ うした点で、この推定計

算は利用者の実際の行動 と合ったものになっているとは考えられな

い。

第 3に 、こうしたことの結果 として、およそ新駅を利用するとは

思えないエ リアから「利用客」がカウン トされている。

以上のように、平成 23年度の業務委託 (そ の 1)の報告書の推
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定数字は、根拠が不十分な過大なものとなっている可能性が高い (平

成 24年報告書も).

(3)本件報告書は、新駅利用推定客数を、鎌倉市、藤沢市の各地区に

分けて計算をしているが、その計算の基礎 となった利用人数につい

ては、上記 (3)の平成 23年業務委託 (そ の 1)の報告書、平成

24年報告書を鵜呑みにして、検討 e確認もないままに利用するだ

けであつて、その計算は根拠の曖味なものであ り、過大な、希望的

憶測の域を出ないものと言わざるを得ない。

5、 土壌汚染の対応が盛 り込まれていない

鎌倉市では、平成 28年 1月 から3月 にかけて、深沢地域事業用地

土壌汚染対策処理等業務を実施 した。

それによると、鎌倉市が本庁舎の移転を計画 している地点 (深沢地

区北東部)か ら、環境省が土壌汚染対策で示 した指針値を超える水銀

が大気中から検出されている。また、土壌汚染対策法に規定されてい

る土壌溶出量基準値を超過 している汚染物質 (フ ッ素、六価クロム、

水銀)が、 4つの地区から検出されている。さらに徳州会スポーツセ

ンター並びにゲー トボール場のあった場所 (深沢地区の東部)で、平

成 24年 12月 から25年 1月 まで鉛ほか 13の特定有害物を調べた

ところ、 30メ ー トル四方の 4区画、 10メ ー トル四方の 9区画で、

土壌汚染対策法の指定基準値を 2.6倍 から5.1倍 超える値が検出

された。

しかし、本件報告書にはこの土壌汚染について全 く触れておらず、

不この点でも備があると言わざるを得ない。
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6、 結論

以上、本件調査業務および本件報告書は、仕様書の要求に応えたも

のとは到底言い難 く、調査業務委託契約による債務の本旨か らみて極

めて不完全な履行でしかない。

本件報告書は、十分な検討、確認の無いままに、村岡地区・深沢地

区一体開発、村岡新駅の結論に導こうとするものであり、事実に基づ

き、客観的、中立的、厳正であるべき調査業務の本来の趣旨にそ うも

のとは言えない。

にもかかわらず、調査・報告の追加 も請求せず、委託料の減額も主

張せずにその全額を支払った行為は、地方 自治法第 2条 14項に反す

る違法がある。

よって、請求の趣旨記載の判決を求める。

証拠方法

証拠説明書記載の通 り。

添付書類

1、 訴状副本

2、 甲号証写

3、 証拠説明書

4、 委任状

1通

各 2通

2通

2通
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